
平成２９年５月２４日 

 

平成２９年度第１回小金井市廃棄物減量等推進審議会次第 

 

１ 開 会 

 

２ 報 告 

 ⑴ 燃やすごみ処理量の昨年度との月別比較について 

 ⑵ 平成２９年度可燃ごみ処理の支援状況について 

 ⑶ 平成２９年度一般廃棄物処理計画について 

 

３ 議 題 

 ⑴ 清掃関連施設整備基本計画検討会議への委員の選出について 

 ⑵ 平成２８年度施策の実績報告について 

 

４ その他 

 ⑴ 未活用資源（可燃ごみに含まれる資源化可能物）の有効利用方策の調

査・研究に関する小委員会委員の追加指名について 

 ⑵ 次回日程について 



単位：ｔ

家庭系(Ａ)
１人１日

当たり（ｇ）
事業系(Ｂ) 家庭系(Ｄ)

１人１日
当たり（ｇ）

事業系(Ｅ)

4月 1,022.0 289.0 32.3 1,054.3 1,036.6 291.1 31.5 1,068.2 13.9 1.32%

5月 1,050.8 287.6 29.2 1,080.0 1,038.8 282.0 34.4 1,073.2 △ 6.8 △ 0.63%

6月 1,015.5 287.3 31.1 1,046.6 999.4 280.1 34.5 1,033.9 △ 12.6 △ 1.20%

7月 1,081.3 295.9 34.1 1,115.4 1,047.7 284.1 36.0 1,083.7 △ 31.7 △ 2.84%

8月 971.7 266.0 30.5 1,002.2 1,041.7 282.0 34.1 1,075.8 73.6 7.34%

9月 1,069.1 302.4 30.7 1,099.8 985.5 275.5 30.6 1,016.1 △ 83.7 △ 7.61%

10月 1,013.8 277.3 27.7 1,041.5 962.1 260.0 29.4 991.5 △ 50.0 △ 4.80%

11月 969.3 273.8 31.8 1,001.1 1,031.3 287.8 31.1 1,062.4 61.3 6.12%

12月 1,167.3 319.2 32.3 1,199.6 1,071.0 289.5 29.9 1,100.9 △ 98.7 △ 8.23%

1月 1,014.1 277.2 29.2 1,043.3 1,026.2 277.2 30.4 1,056.6 13.3 1.27%

2月 911.3 266.1 29.0 940.3 881.1 263.6 26.3 907.4 △ 32.9 △ 3.50%

3月 1,044.4 284.7 31.4 1,075.8 1,015.9 274.0 29.8 1,045.7 △ 30.1 △ 2.80%

合  計 12,330.6
年間平均実績値

285.9
369.4 12,700.0 12,137.5

年間平均実績値
278.9

377.9 12,515.4 △ 184.6 △ 1.45%

※　四捨五入による表示をしているため、合計値と一致しないことがあります。 ※　平成２７年度の燃やすごみ目標値　281.8（ｇ/人･日）4.1ｇ超過
※　月ごとの１人１日当たり排出量は、各月の末日の住民基本台帳登録人数による算出 ※　平成２８年度の燃やすごみ目標値　278.6（ｇ/人･日）0.3ｇ超過
※　平成２７、２８年度の年間平均実績値の人口は、１０月１日時点の人数により算出

27･28年度
比較増減率

（Ｈ＝Ｇ/Ｃ）
　　　　　合　計（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 　　　　　合　計（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ）

燃やすごみの処理量の昨年度との月別の比較について

項　　目

平成27年度 平成28年度
27･28年度
比較増減量

（Ｇ＝Ｆ－Ｃ）
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選出委員 選出区分

1 渡辺 浩平

2 大江 宏

3 岡山 朋子

4 石田 潤

5 北澤 和己

6 杉本 久也

7 山田 英夫

8 吉田 孝

9 黒須　よし江

10 齋藤 徹子

11 多田 岳人 消費者団体代表

12 清水 勉

13 波多野 典子

14 林　 和夫

15 岸野 勝利

小金井市廃棄物減量等推進審議会委員名簿

任期：平成２８年７月１日～平成３０年６月３０日
（平成２８年７月２０日～平成３０年６月３０日）

学識経験者

一般市民

事業者代表

ごみゼロ化推進員
代表

集団回収実践団体
代表
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平成２９年度小金井市廃棄物減量等推進審議会事務局名簿 

 

環境部長 柿﨑 健一 

ごみ対策課長 小野 朗 

ごみ処理施設担当課長 藤田 茂夫 

中間処理場担当課長 石阪 治文  

ごみ対策課減量推進係長 冨田 絵実 

ごみ対策課清掃係長 高田 明良 

問合先：減量推進係（電話 ０４２－３８７－９８３５） 
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小金井市廃棄物減量等推進審議会規則 

平成５年９月 29日 規則第 34号 

改正 平成８年９月 27日規則第 30号 平成 12年５月 15日規則第 32号 

   平成 13年３月 30日規則第 20号 平成 16年６月 16日規則第 18号 

   平成 18年６月 22日規則第 46号    

 

（目的） 

第１条 この規則は，小金井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平

成５年条例第 26号）第７条第７項の規定に基づき，小金井市廃棄物減量等推進

審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（組織） 

第２条 審議会委員（以下「委員」という。）は，次の各号に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。 

(１) ごみゼロ化推進員代表 ２人以内 

(２) 集団回収実践団体代表 ２人以内 

(３) 消費者団体代表 １人以内 

(４) 事業者代表 ２人以内 

(５) 学識経験者 ３人以内 

(６) 一般市民 ５人以内 

一部改正〔平成 16年規則 18号・18年 46号〕 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に，会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選によって定める。 

３ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたとき

は，その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会は，会長が招集する。 

２ 審議会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決

するところによる。 

（所掌事項） 

第５条 審議会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項について審議し，答申

する。 
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(１) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項 

(２) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項 

(３) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項に定めるもののほか，審議会は，一般廃棄物の減量及び再利用の促進

等に関する必要な事項について審議し，市長に意見を述べることができる。 

（専門委員会） 

第６条 専門の事項を調査及び審議するため，必要があるときは，審議会に専

門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は，会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 専門委員会に，委員長を置く。 

４ 委員長は，専門委員会の委員の互選によって定める。 

５ 委員長は，専門委員会の会務を掌理し，調査，審議した経過及び結果を審

議会に報告しなければならない。 

（意見聴取） 

第７条 審議会及び専門委員会は，必要に応じて委員以外の者に対して出席を

求め，意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は，環境部ごみ対策課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この規則は，平成６年４月１日から施行する。 

付 則（平成８年９月 27日規則第 30号） 

この規則は，平成８年 10月１日から施行する。 

付 則（平成 12年５月 15日規則第 32号） 

この規則は，平成 12年７月１日から施行する。 

付 則（平成 13年３月 30日規則第 20号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成 13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に作成されている用紙は，この規則の規定にかかわらず，

残品の存する限り使用することができる。 

付 則（平成 16年６月 16日規則第 18号） 

この規則は，平成 16年７月１日から施行する。 

付 則（平成 18年６月 22日規則第 46号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成 18年 10月１日から施行する。 

２ 


